
長洲町環境川柳紹介 ・はつでんりょう　きにしてでんき　ぜんぶけす　 　ゆうはさん（鍋小１年）
・おひさまの　やさしいでんき　ありがとう　  　　　みゆさん（鍋小１年）

■
日
　
時　

4
月
17
日
㊋

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時

■
講
師
名
　

　

土
山　

千
代
子　

氏

■
募
集
人
数

　

10
人

■
募
集
期
間

　

4
月
3
日
㊋
午
前
9
時
〜

　

10
日
㊋
午
後
4
時

※

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選　

13
日
㊎　

午
前
10
時

※

持
っ
て
く
る
も
の
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ

ブ(

☎
○
4
4
3
3)

　

固
定
資
産
の
縦
覧
は
、
納

税
者
の
人
が
「
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
に
よ
り

町
内
の
土
地
・
家
屋
の
評
価

額
を
見
て
、
自
分
の
土
地
や

家
屋
の
評
価
額
が
適
正
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
制
度
で

す
。

閲
覧
は
「
固
定
資
産
課
税
台

帳
」
に
よ
り
固
定
資
産
税
の

課
税
内
容
を
確
認
す
る
も
の

で
す
。

○
縦
覧

■
日
　
時　

4
月
2
日
㊊
〜

　

5
月
31
日
㊍

■
手
数
料　

無
料

■
場
　
所　

税
務
課

○
閲
覧

■
日
　
時　

通
年

■
手
数
料
　

　

有
料
（
た
だ
し
、
縦
覧
期

間
中
は
無
料
）

■
場
　
所
　

　

税
務
課

※

ど
ち
ら
も
本
人
確
認
の
た

め
、
公
的
証
明(

運
転
免
許

証
な
ど)

が
必
要
で
す
。
ま

た
、
代
理
の
人
は
委
任
状
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　
税
務
課
　
課
税
係

(

☎
○
3
1
2
3)

　

住
民
基
本
台
帳
法
な
ど
の

改
正(

平
成
24
年
7
月
9
日)

に
伴
い
、
外
国
人
住
民
も
住

民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象

に
な
り
ま
す
。

・
今
回
の
法
改
正
に
伴
い
、

印
鑑
登
録
も
一
旦
廃
止
に
な

り
ま
す
の
で
、
す
で
に
登
録

し
て
い
る
人
は
再
度
登
録
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
、
資

格
変
更
の
申
請
窓
口
は
入
国

管
理
局
に
あ
り
ま
す
。
特
別

永
住
者
証
明
書
の
交
付
、
変

更
申
請
窓
口
は
お
住
ま
い
の

市
町
村
で
行
い
ま
す
。

・
法
改
正
後
、
他
市
町
村
へ

転
居
す
る
場
合
は
、
役
場
へ

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
外
国
人
在
留
総
合
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

(

☎
0
5
7
0
0
1
3
9
0
4)

　

在
学
中
に
20
歳
に
な
っ
た

人
、
ま
た
は
20
歳
以
上
で
大

学
や
短
大
な
ど
に
入
学
し
た

人
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の

猶
予
が
で
き
ま
す
。
申
請
は

毎
年
必
要
に
な
り
ま
す
。
23

年
度
に
申
請
し
た
人
は
、
3

月
末
に
申
請
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学

証
明
書
の
写
し
、
認
め
印
、

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
が
わ
か
る
も
の

　

・
住
民
環
境
課
　
戸
籍
住
民
係

(

☎
○
8
3
1
1
6)

日
本
年
金
機
構
　
玉
名
事
務

所(

☎
○
1
6
1
2)

　

災
害
な
ど
が
発
生
し
た
場

合
に
必
要
と
な
る
器
材
な
ど

の
保
管
場
所
と
し
て
、
地
域

福
祉
セ
ン
タ
ー
横
の
駐
車
場

の
一
角
に
防
災
倉
庫
を
設
置

し
ま
し
た
。

　

平
成
23
年
度
に
一
部
器
材

の
整
備
を
し
、
本
年
度
も
器

材
の
充
実
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。

　

福
祉
保
健
介
護
課
　
福
祉

係(

☎
○
3
1
3
5)

　

こ
の
条
例
は
、
障
が
い
が

あ
る
人
に
対
す
る
理
解
を
深

め
、
権
利
を
擁
護
す
る
取
り

組
み
を
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
に
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ

ま
す
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
が
差
別

を
受
け
た
り
、
暮
ら
し
に
く

さ
を
感
じ
た
り
し
な
い
よ

う
、
皆
さ
ん
で
共
に
支
え
合

い
、
助
け
合
う
地
域
を
築
い

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

 

熊
本
県
健
康
福
祉
部
子
ど

も
・
障
が
い
者
支
援
課

(

☎
0
9
6
3
3
3
2
2
3
6)

■
対
　
象　

　

お
お
む
ね
35
歳
未
満
の
人

(

保
護
者
の
相
談
な
ど
も
可)

■
日
　
時　

4
月
25
日
㊌

　

午
後
1
時
〜
5
時

※

事
前
の
予
約
が
必
要
で

す
。

■
場
　
所　

　

長
洲
町
中
央
公
民
館

■
内
　
容

・
就
職
に
関
す
る
悩
み
相
談

・
職
業
適
性
診
断

・
応
募
書
類
の
書
き
方
／

　

面
接
の
受
け
方

■
申
込
締
切
　
4
月
24
日
㊋

　

午
後
5
時

　

・　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
玉
名

ブ
ラ
ン
チ

(

☎
○
1
1
2
5
）

外
国
人
登
録
制
度
が

変
わ
り
ま
す

長
洲
町
防
災
倉
庫
を

設
置
し
ま
し
た

障
害
が
あ
る
人
も
な
い
人
も

共
に
生
き
る
熊
本
づ
く
り
条

例
が
全
面
施
行
さ
れ
ま
す

無
料
就
職
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

学
生
の
人
は
国
民
年
金

保
険
料
の
猶
予
が
で
き
ま
す

4
月
リ
サ
イ
ク
ル
体
験

受
講
者
募
集
！

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・

閲
覧
を
行
っ
て
い
ま
す

78

■問

78

■問

78
74

74

78

■問

■問

〈
講
座
名
〉

　
ネ
ク
タ
イ
で
作
る

　
　
　
　
　
「
ポ
シ
ェ
ッ
ト
」

■申

■問

■申

■問

■問
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・エアコンは　28 度が　エコらしい　　　　　　　  大貴さん（鍋小１年）
・たいように　ちからをかりて　がんばるぞ　　　　　 はるなさん（鍋小２年）

▲長洲町中央公民館 ▲自動交付機

長洲町環境川柳紹介 ・つかってない　電気はけして　エコしよう　　　いのりさん（鍋小２年）
・メガソーラー　見学しよう　リクシルで　  　　  しゅうやさん（鍋小２年）

相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ

総務課総務係（☎78-3113）

福祉保健介護課福祉係（☎78-3135）
日本年金機構玉名年金事務所（☎74-1612）
総務課総務係（☎78-3113）

すこやか館

荒尾市ふれあい福祉センター
荒尾市役所
長洲町中央公民館

生活とこころの無料相談会

障がい者巡回相談
国民・厚生年金相談
定例行政相談

4月  3日㊋　
午後1時30分～4時30分

5月  1日㊋
4月18日㊌　午前9時30分～11時30分
4月24日㊋　午前10時～午後3時
4月25日㊌　午後２時～４時

相談できます！ 相談は無料で、秘密は守られます。

注）障がい者巡回相談、国民・厚生年金相談は、事前の予約が必要です。

　自動交付機が4月１日より新しくなりまし
た。
【4月1日㊐から】
■設置場所　長洲町中央公民館　入口付近
　　　　　　(長洲町役場南側建物)
■利用時間　午前9時～午後8時
　　　　　　(12月28日～翌年1月3日を除く)
＜自動交付機で取得できる各種証明書＞
　・住民票(個人・世帯全員)
　・印鑑証明書
　・課税台帳記載事項証明書(個人・世帯全員)
　・所得証明書
　・外国人証明書

　 総務課　総務係(☎○3113)

自動交付機の利用場所と
時間が変わりました

　熊本県では4月1日～5月31日まで、不正大
麻・けし撲滅運動を実施します。
　禁止されているけしは県内に広く分布し、4
月上旬からつぼみが出始め、中旬から5月下旬
にかけて花が咲きます。
　大麻や栽培が禁止されているけしを発見した
場合は、役場住民環境課または有明保健所まで
連絡してください。
＜栽培が禁止されているけしの特徴＞

　有明保健所(☎○2184)
　住民環境課　環境対策推進係(☎○3122)

不正大麻・けし撲滅運動を
知っていますか？

■問

■問 78

78

72

　心地よい有明海の干潟で潮干狩りを楽しみま
せんか。皆さんの来場をお待ちしています。
■日　時　5月4日㊎　正午～午後3時
　　　　　5月5日㊏　午後0時30分～3時30分
■場　所　長洲海岸
■入場料　１ネット（4kg程度）　1,000円
■駐車場　熊本北部漁協敷地旧新山墓地跡など
 ■その他　赤色の赤貝殻１個につき、一番海苔
　　　　　20枚プレゼント
　熊本北部漁業協同組合（旧長洲漁業協同組合）
　(☎○0516)

長洲海岸で潮干狩りしませんか？

　新鮮な有明海の魚介類、地元でとれた野菜や
手づくりお菓子などが並びます。ぜひ一度ご来
場ください。
■日　時　4月22日㊐
　　　　　午前8時～正午(小雨決行)
■場　所　金魚と鯉の郷広場
■出店者　商業者、漁業者、農業者など
　長洲町商工会(☎○0410)

軽トラ市(毎月第4日曜開催)

■問 78

ケシボウズ
花：淡紫色または赤色

茎：無毛に近く、すべすべしている。

葉：白っぽくギザギザしていて柄が
　  無い。茎を包み込むように生え
　  ている。
【上部の葉】縁がのこぎり状で切れ
　　　　　込みが浅い
【下部の葉】縁の切れ込みが深い

背
丈
１
ｍ
前
後

　日本の平和と安全を守る自衛官を募集します。
あなたもチャレンジしてみませんか。詳しくは下
記のお問い合わせ先までお尋ねください。

　自衛隊熊本地方協力本部　玉名地域事務所
　（☎○4211）

　4月下旬より有明フェリーの新船「有明みらい」が就航
を予定しています。
　これからの熊本―長崎を結ぶ足として、大いなる活躍が
期待されています。ぜひご活用ください。
　また、船内の内覧会も予定されていますので、この機会
に「有明みらい」を見ませんか。皆さんの来港お待ちして
います。 ■日　時

　4月24日㊋　午前
　（※）時間の詳細についてはお問い
　　   合わせください。
■場　所
　長洲港
■内　容
　・船内見学　など

　有明海自動車航送船組合総務課
　　（☎0957783358）

■問

■問

■問

72

78

平成24年度自衛官募集

　熊本県産材の杉やヒノキ、竹などの自然素材を
活用して、ものを「買う」のではなく「作る」こ
とを通じて、身近な自然や、ものを作ることの大
切さを学ぶものづくり教室を5月～平成25年2月ま
で毎月開講します。
■プログラム予定（毎月第4日曜日開催）
　5月「い草の小物入れ」（詳細は5月号に掲載）
　6月「円形木琴」
　7月「和紙のランプシェード」
　8月「光るうちわづくり」
　9月「ヒノキのコースター」
 10月「木のやじろべえ」
 11月「ケナフのクリスマスツリー」
 12月「い草のミニ門松」
　1月「ケナフの炭石鹸つくり」
　2月「ダンボール兜つくり」
■主　催　熊本ものづくり塾
■場　所　金魚の館（金魚と鯉の郷広場内）
　まちづくり課　商工水産観光係（☎○3219）

ものづくり体験教室に参加しませんか？

平成24年度自衛官募集案内

募集案内

一般・技術

歯科・薬剤

医科・歯科幹部

資　格 試験期日締切
期限

幹
部
候
補
生

20歳以上
26歳未満の
人【22歳未満
の人は大卒
（見込み含む）】

一次試験
5月12日㊏
　  13日㊐

一次試験
5月12日㊏

5月18日㊎

専門の大卒
（見込み含む）
20歳以上
30歳未満の人

医師・歯科医師
の免許取得者

4
月
27
日
㊎

航路の新しい「みらい」へ
新船「有明みらい」4月下旬就航予定

■就航時期
　4月下旬就航予定（長洲港―多比港）

内覧会を開催します

旧新山墓地跡●

漁協●

●長洲港フェリー

長洲駅

501

■問
78

　ものづくり体験事業とは・・
熊本ものづくり塾が推進する、環境保全や自然素材の活
用、青少年の健全育成、世代間交流を「ものづくり」を通じ
て推進する事業です。
　ものを作るという原体験を豊かにすることで、自ら問
題を解決できる力を養い、身近な環境を考えるきっかけ
にすることを目的にしています。

〈
漁
協
所
在
地
〉
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・たいようこう　みんなでつけよう　えがおのまち　　　りゅうやさん（鍋小２年）
・ひかりあび　海べにかがやく　メガソーラー　　　　 ふみかさん（鍋小２年）

長洲町環境川柳紹介 ・太陽と　なかよしなんだよ　エネルギー　　　えなさん（鍋小２年）
・たいようは　ちきゅうにやさしい　えねるぎー　  こうしさん（鍋小２年）

　町では、町内在住者を対象に、リフォーム工事に
必要な費用の一部を助成します。リフォームを検討
している人は、ぜひこの制度をご活用ください。
■補助金額　リフォーム工事に必要な費用の
　　　　　　100分の10（上限10万円）
■交付対象者
　・現在長洲町に住み、住民票が町にある人
　・世帯全員が町税などを滞納していないこと
■交付対象住宅　町内の自らが居住する既存住宅
■交付対象工事
　・町内施行業者によるリフォーム工事であること
　・リフォーム工事に必要な費用が20万円（消費
　　税除く）以上
■申請方法
　町ホームページからダウンロードができます。
※申請は工事着工前に行ってください。

今住んでいる家をリフォームしませんか？
住宅リフォーム費用を一部助成します

　町では、町内住宅を対象に、本年度も太陽光パネ
ルの設置に必要な費用の一部を助成します。
■補助金額　
　１kwあたり2万円（上限6万円）
■交付対象
　・長洲町に住んでいる、またはこれから住む予定
　　の人
　・自己が居住、または居住を予定している既存住
　　宅もしくは新築住宅
　・世帯全員が町税などを滞納していないこと
■申請書類
　町ホームページよりダウンロードができます。
※申請は工事着工前に行ってください。

エコエネルギーを活用しませんか？
太陽光パネル設置費用を補助します

　町では、地域の美観形成と地域コミュニティ活
動の促進を目的に、町内で「花いっぱい運動」を
実施する団体に対象経費を補助します。
■対象団体（町内、町外者は問いません）
　5人以上で組織する団体
　　例：行政区、老人クラブ、子供会、婦人会、
　　　　社会教育関係団体、自主グループなど
■対象箇所　町内の道路沿道歩道、河川敷、公　
　園、学校、集会所、その他公衆の目に触れるこ
　とができる場所（ただし、所有者の許可が必要
　です。）
■申請受付　4月9日㊊～
■補助金額　上限3万円（年度内に1度限り）
■対象経費　・花苗、種子、球根、花木・土、肥
　料、消毒液・プランター、植木鉢
■申込方法　申請書（ホームページまたはまちづ
　くり課）に添付書類を添えてまちづくり課に提
　出してください。

皆さんの力で花があふれる長洲町を創ってみませんか？
花いっぱい運動を行う団体を応援します

まちづくり課　企画調整係(☎○3239)■問

■問

78

　町では、町外に住む町内出身者を対象に、「ふるさ
と応援隊」を募集します。町内出身の親戚、友人など
に、ぜひお知らせください。
■ふるさと応援隊とは
　広報紙を毎月送付し、故郷の情報をお届けします。
隊員の皆さんには、町への応援メッセージや意見、ア
ンケートなどを年3回ほど送っていただきます。応援
メッセージは、随時広報紙面で紹介していく予定です。
■募集人数　町外に住む町内出身者（先着100人）
■申請方法
　町ホームページにある「長洲町ふるさと応援隊」登
録書を記入後、郵送、FAX、メールでまちづくり課まで
送付してください。
■申請開始日時　4月2日㊊～
　まちづくリ課　企画調整係（☎○3239）

　故郷・長洲町に、皆さんからのご支援をお願いしま
す。3万円以上納税された人には、長洲町の特産品な
どを贈呈します。
　総務課財務係（☎○3178）
　まちづくり課企画調整係（☎○3239）

ふるさと応援隊を募集します

ふるさと納税寄付金を募集しています

まちづくり課　企画調整係(☎○3239)■問 78まちづくり課　企画調整係(☎○3239)■問 78

平成24年度　長 洲 町 支 援 事 業

　2011年10月から運行を開始したきんぎょタクシーは、皆さんの
好評をいただき、現在順調な運行を続けています。
　運行を続ける中で、利用者からいただいたさまざまなご意見・ご
要望を検討し、新たに荒尾市に2カ所の乗降場所を追加しました。

■対象
　・町内に住所を有し、居住してい
　　る人
　・町税、各種手数料や保険料など
　　に未納がないこと
　・町内事業者から購入すること
■対象機器
　電気式生ゴミ処理機[乾燥式・バイ
　オ式・ハイブリッド式（乾燥＋バ
　イオ）]
■補助金額
　購入価格（税込み）の2分の1以内　
　（上限3万円）
■補助基数　100基を予定(先着順)
※平成14年～17年に補助を受けた
人も対象

きんぎょタクシーに新たに２カ所乗降所が追加

あなたも今すぐできる！生ゴミ3減則

家庭用生ごみ処理機購入費の一部を補助します

4月2日㊊から
利用可能

まちづくり課　企画調整係 (☎○3239)■問 78

住民環境課　環境対策推進係(☎○3239)■問 78

　生ゴミは、約70％が水分です。そこ
で、ゴミ袋に入れる前に「ギュッ」とひと
しぼり。それだけでゴミの減量や、台所
の嫌な臭いも軽減されます。

　食べ切れる分だけ買って作る、これ
だけで料理を捨てることなくゴミの減
量につながります。また、賞味期限をこ
まめにチェックして、無駄にならないよ
うに心がけることも大切です。

　生ゴミ処理機を使うと、乾燥やたい
肥化により、生ゴミを減量することがで
きます。また、ゴミの軽量化にもつなが
り、特に高齢者がいる家庭ではゴミ集積
所へ運びやすくなります。

①「ひとしぼり」でゴミが減る！

①荒尾警察署周辺（水島バス停） ②荒尾支援学校（旧荒尾養護学校）周辺

②生ゴミの「もと」を減らす！ ③生ゴミ処理機を活用してゴミを減らす！

（降車場所：荒尾支援学校校門）（乗車場所：荒尾支援学校前交差点）

補助金交付までの手続きの流れ

申
　
請
　
者

長
　
洲
　
町

【補助金交付申請書などの配布場所】
○役場住民環境課窓口、町ホームページ「暮らしの情報 ⇒ 環境」
【補助金交付申請書などの受付場所】　○役場住民環境課窓口
（注）申請書および町税等滞納状況調査承諾書は、申請者の印鑑（シャチハタ以外の
　認め印）が必要

①生ごみ処理機補助金交付申請書

②生ごみ処理機補助金の交付・不交付の通知 

1）長洲町町税等滞納状況調査承諾書
2）長洲町に店舗を有する事業者からの見積書

 添付書類として、領収書またはその写しが必要

予算の範囲内で、先着順にて補助金交付の通知
※必ず「補助金交付決定通知書」を受け取ってから購入して
　ください。補助金不交付決定通知となった場合は、補助金
　の交付はありません。

⑤生ごみ処理機補助金交付請求書の提出

③生ごみ処理機設置完了実績報告書提出 

⑥補助金の交付（指定口座への入金） 

④生ごみ処理機補助金額確定通知

添付書類

生ゴミ処理機
の購入(※) 

書類審査

書類審査

ここで乗り降りができます

ここで乗ることができます ここで降りることができます

荒尾警察署

荒尾支援学校
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